
 

 

 

市民・地域からの情報提供 

現地調査等 

所有者等の調査 

注意喚起の実施 

助言・指導 

（法第１４条第１項） 

勧告 

（法第１４条第２項） 

命令 

（法第１４条第３項） 

行政代執行 

（法第１４条第９項） 

特定空家等 

（国のガイドラインにより判断） 

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安

上危険となるおそれのある状態 

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害

となるおそれのある状態 

③適切な管理が行われていないことによ

り著しく景観を損なっている状態 

④その他周辺の生活環境の保全を図るた

めに放置することが不適切である状態 

所有者等が判明せず、周辺へ

の危険が切迫している場合 

緊急措置 

略式代執行 

相続財産 

管理人制度 

 粘り強く注意喚起を行う 


